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車両修繕および検査記号表(本文前ベー ジ)
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(英) repair pit 丙修繕線 ・ 区修繕線等に設けられ，車体下部

桝造の検査 ・ 修繕に使利な姿勢で作業し得るよう軌間内に設け

られた坑。一般に検査坑と混同され，構造は灰坑 ・ 検査坑とほ

とんど同じである。(宇野浩彰)

しゅうぜんしんこく 修繕申告 車両を申修繕その他の修繕

のため工場に入場させるとき ， 車両の受持区からその状態を通

知すること。通常修繕申告書を使用し，その車両の不良箇所

!Jli改造箇所その他工場修繕の参考となる事項を記載して工場に

送付する。(土岐突光)

じゅうだいじこ 重大事故 列車または車両の迩転事故に|測

する用語。国鉄においては固有鉄道運転事故報告規程(昭和 24 ・

3 ・ 1 8 総裁迷第 132号)により ， つぎの各号の l に当る場合をL 、う。

l 旅客に死傷者があった場合

2 旅客 ・ 戦員 ・ 準職員 ・ 公衆の別なく， 10 名以上の死傷者ー

を生じた場合

3 脱線11.が 20 両以上あった場合

4 その他特に重大と認められる場合

地方鉄道においては， 地方鉄道法施行規則第 47 条で L巡;1ほに

|其|し人の死傷若しくは物の損傷を生じ， 又は運転に阻害を及ぼ

す事故が発生したときは，告示の定むるところにより之を届出

づべし7 と定められ， 昭和 27 ・ 7 ・ 1 運輸省告示第 199 号をもって，

地方鉄道巡転事故届出規程が定められた。これと同日，専用鉄

道に対しては運輸省告示第 200 号をもって， 専用鉄道規程第 12

条の規定により専用鉄道運転事故届出規程が定められ，索道に

対しては同じく運輸省告示第 201 号をも って， pf:道規JII]第 22 条

の規定により，索道運転事故届出規則が定められ， 軌道に対し

ては巡輸 ・ Øl!;設省告示第 1 号をもって，軌道法施行規則~; 27 条

の規定により ， 運転事故届出規程が定められた。これらの運転

事故服i1U見程には， 事故の発生した状況により甲極事故・乙種

備考 O印は本社制定のものその他は地方で制定した例を示す 。 事故 ・ 丙極事故等に区分されている。このうち重大事故に該当

ついては，各工場にょっさらに作業基準を設けて，これによっ するのは 1川重事故のうちつきrに述べるものである。

て作業を災施しているが，工場の設備あるいは工場ðili 自の研究 1 死傷者 5 人以上を生じたもの。

考災などによ っ て相違するので，これらを一定の形に統一 ・する 2 本線路を 12 時間以上支障したもの。

ことは研究改善を制約し，作業方法の進歩改善を阻害するから 3 とくに具例と認められるもの。ー」運転事故。(小池昭治)

作業基準は主として各工場ごとに定められている。(土岐突光) じゅうだいししょうじこ 重大死傷事故 国鉄の業務の執行

しゅうぜんげんど 修繕限度 車両を定期的に検資または修 に関連して多数の旅客 ・ 公衆が死亡または負傷した事故をいう。

繕する場合に， 表耗程皮によ って修理または交換を必要とする たとえば桜木町駅電車火災事故， 洞爺(とうや)丸海難事故， 紫

か，あるいはそのまま使用するかの限界をしづ。このうち特に 雲(しうん)丸， 第三字高丸衝突事故等の如きである。

摩耗部分の限皮を示したものを燦耗限度としづ。 重大死傷事故が発生した場合は，社会的反撃事が大きいので，

国鉄の L車両部分品勝耗限度磁別規程1 では， 摩耗限度の極 常にこれに対応する適切な検置を講じておく必要があるから，

別およびその意義をつぎのように規定している。 その処理方については， L死傷及び損害事故処理規程l (ßj325 ・ 4 ・ 1

l 工場修繕限度 一般検査および甲修織の場合，取替また 総裁途第 125 号)でI L鉄道管理局長， 船舶管理部長および地方

は加修を裂しない限界。 自動車事務所長は， 重大死傷事故が発生した場合における賠償

2 区修繕限度 機|禁JItI丙修繕および客貨車仕立検査ならび または主l!f:itに|刻する指梅連絡，その他の処理方を定めなければ

に電車局部検査の場合， 1反潜または1m修を要しない限界。 ならな Lぺと規定されている。ーー」損害賠償。(桂軍医)

3 使用限度 使用を許容する限界。この限度をこえた場合 じゅうたくかレつけ住宅貸付(国鉄共済組合)共済組合か

は使用を禁止する。

車両部分によって茨粍速度の

速いものや容易に検査できるも

のは区修繕限度，主として保安

度を嬰求される部分は使用限度

をきめている。衰耗速度のi産い

ものや解体しなければ検査でき

ないものは工場修繕限度として

いる。(土岐突充)

しゅうぜんこう 修繕坑

丙修繕坑 ら資金全借入れ， 職員の住宅難緩和を目的として，住宅を建設

または購入する場合， 改築地築または修繕する場合に，職員に

その資金を貸付ける制度。

1 貸付金古賀

貸付額は建築 ・ 購入の場合は， 在職 10 年を経過した者は 10

万円 ， 15 年を経過した者は 15 万円 20 年を経過した者は 20

万円 25 年を経過した者は 25 万円までを限度としている。

改1首築または修繕の場合は，在職 10 年を経過した者は 7 万円，

15 年を経過した者は 10 万円 ， 20 年を経過した者は 1 5 万円まで

を限度としている。
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